大竹市晴海臨海公園における移動販売車出店者応募申請書
（令和８年度春季）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　　月　　日
　
大竹市長様　
　　　　　　　　　　　　　申込者　郵便番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　屋号又は商号
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 　　　　　　　　　　　　　　　担当者連絡先　　　　　　
 　 　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　 　　　　　　　　　　　　　　　E－mail
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
晴海臨海公園における移動販売車出店について，「令和８年度大竹市晴海臨海公園における移動販売車の営業に係る募集要項」に示す資格条件を満たすことを誓約し、関係書類を提出します。
	【申請書添付書類】
· 営業許可証（大竹市で営業を許可するもの）の写し
· キッチンカーとして利用する車検証の写し（車両をリースしているものはリース契約書一式の写し）
· 食品衛生責任者、又はそれに代わる資格証明書の写し
· 食品賠償保険等の証明書の写し
· キッチンカーの写真（意匠やナンバープレートが確認できるもの）
· 定款（法人の場合）※商号や事業目的が確認できる登記簿謄本（履歴事項証明書）でも可
□（実施する場合）創意工夫内容がわかるもの


[bookmark: _Hlk198826197]※過去３年間において応募申請を行い、すでに審査を完了している者については、申請書添付書類の提出を省略できる。（ただし、申請内容に変更がある場合は変更事項について改めて提出が必要）

１．販売品名と販売予定価格（詳細は事業概要書に記載してください。）
	販売品名称
	販売価格
	販売品名称
	販売価格

	
	円
	
	円

	
	円
	
	円

	
	円
	
	円


２．出店希望
出店を希望する月に○を記入し，出店希望区画を第５希望まで記入してください。
※同一区画の使用希望者が多数の場合は抽選により決定します。
※晴海臨海公園のイベント等予定表は大竹市ホームページでご確認ください。
	出店月
	出店
希望
	第１希望
（区画）
	第２希望
（区画）
	第３希望
（区画）
	第４希望
（区画）
	第５希望
（区画）

	（例）
	○
	A 
	C
	E
	B
	D

	４月
（計９日）
	
	
	
	
	
	

	５月
（計１３日）
	
	
	
	
	
	

	６月
（計８日）
	
	
	
	
	
	

	· ← 空きがある場合、２区画分への出店を希望される方はチェックを記入



３．その他留意事項
（１）キッチンカーの搬入・搬出は出店者各自で行うこと
（２）電力、調理用の水、その他販売に関わるものは、出店者各自で用意すること
（３）調理に火気を使用する場合、大竹市火災予防条例第４５条第６号に規定する届出を出店日の３日前までに提出するとともに、現地には必ず消火器を設置すること
（４）出店日には自身でゴミ箱を設置し、排水と共に各自で持ち帰ること
（５）販売終了後は、設置前と同じ状況へ戻すこと （原状復帰）
（６）販売品についての苦情は、出店者の責任において迅速に対応すること
（７）事故が発生した際は、ただちに市に報告すること
（８）食中毒予防のため、保健所による改善指導を受ける場合がある
（９）キッチンカーの破損、紛失等について、大竹市は一切責任を負わない
（10）キッチンカー事業者は、大竹市による出店区画や日程等の調整に対し協力すること
（11）出店日の営業終了後に公園内の周回し、清掃を行うこと
（12）一般利用者に十分配慮し、騒音防止や衛生管理、危険防止を図ること
（13）設置期間後1週間以内に実績報告書を提出すること
この要項の条件を満たさない場合は許可を取り消すことがあります。

